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上
博
楚
簡
『
凡
物
流
形
』
に
お
け
る
「
鬼
神
」

菊 

池　

孝 

太 

朗

キ
ー
ワ
ー
ド
：
鬼
神
／
上
博
楚
簡
／
『
凡
物
流
形
』

近
年
、
中
国
で
は
陸
続
と
竹
簡
等
の
出
土
文
献
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
こ
れ
ま
で
の
思
想
史
の
通
説
を
覆
す
よ
う
な
記
述

も
少
な
く
な
い
。
今
日
の
中
国
古
代
思
想
史
研
究
は
、
伝
世
文
献
と
こ
の
出
土
文
献
を
併
用
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
見
解
を
再
検
討
す
る

必
要
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
国
古
代
の
鬼
神
研
究
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
鬼
神
に
関
す
る
記
述

は
、
出
土
文
献
中
に
も
散
見
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
出
土
文
献
で
あ
る
上
博
楚
簡
を
手
が
か
り
に
、
そ
こ
に
表
れ
た
鬼
神
観
を
検
討
し
、
中
国
古
代
の
楚
地
の

イ
メ
ー
ジ
や
、
鬼
神
信
仰
の
様
相
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
中
国
古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
の
考
察
―

上
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』『
凡
物
流
形
』
を
手
が
か
り
に
し
て
―
」（『
中
国
研
究
集
刊
』
第
六
六
号
、
二
〇
二
〇
年
八
月
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

但
し
、
こ
の
拙
稿
で
は
、
文
献
の
釈
読
と
、
楚
地
の
鬼
神
観
に
関
す
る
議
論
と
が
中
心
で
あ
っ
た
た
め
、
中
国
古
代
の
鬼
神
の
定
義
に
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つ
い
て
は
詳
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
論
究
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
中
国
古
代
の
鬼
神

観
を
整
理
・
分
類
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
第
一
の
目
的
と
し
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
一
章
で
は
、
上
博
楚
簡
『
凡
物
流
形
』

の
釈
読
を
提
示
す
る
。
次
に
、
二
章
で
は
、
古
来
多
く
の
要
素
を
内
包
し
、
様
々
な
見
方
が
な
さ
れ
て
き
た
鬼
神
に
つ
い
て
、
伝
世
文
献

や
出
土
文
献
の
記
述
を
参
考
に
、
そ
れ
ら
の
整
理
・
分
類
を
試
み
る
。
最
後
に
、
三
章
で
は
、
こ
の
定
義
に
基
づ
い
て
『
凡
物
流
形
』
の

鬼
神
を
分
類
し
、
ま
た
、
そ
の
鬼
神
観
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

一
、『
凡
物
流
形
』
釈
読

『
凡
物
流
形
』
は
、
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
七
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る

楚
系
文
献
で
あ
る
。
整
理
者
は
曹
錦
炎
氏
。
上
博
楚
簡
の
書
写
年
代
が
戦
国
中
期
後
半
頃
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
本
文
献
の
成
立
年
代
は
、

少
な
く
と
も
戦
国
前
期
か
ら
戦
国
中
期
頃
ま
で
と
推
定
さ
れ
る
。『
凡
物
流
形
』
の
前
半
部
分
は
、「
有
問
無
答
」
形
式
の
楚
賦
で
あ
り
、

同
様
の
形
式
を
と
る
『
楚
辞
』
天
問
篇
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
浅
野
裕
一
氏
は
、『
凡
物
流
形
』
の
発
問

の
内
容
が
『
楚
辞
』
天
問
篇
と
比
べ
て
素
朴
で
あ
る
こ
と
よ
り
、『
凡
物
流
形
』
が
『
楚
辞
』
天
問
篇
に
先
行
す
る
文
献
で
あ
っ
た
可
能

性
を
説
い
て
い
る
）
1
（

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、『
凡
物
流
形
』
の
内
容
は
、
戦
国
前
中
期
頃
の
楚
地
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
章
で
は
、『
凡
物
流
形
』
の
釈
読
と
し
て
、
以
下
に
釈
文
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
の
順
に
提
示
す
る
。
な
お
、『
凡
物
流
形
』
は

大
部
な
文
献
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
特
に
鬼
神
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
第
五
・
第
六
・
第
七
簡
を
対
象
に
釈
読
を
行
っ
た
。
ま

た
、『
凡
物
流
形
』
に
は
甲
本
と
乙
本
の
二
種
類
が
存
在
し
て
い
る
が
、
比
較
的
欠
損
の
少
な
い
甲
本
を
底
本
と
し
た
。
字
句
の
解
釈
に
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つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙
稿
に
詳
述
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
上
割
愛
す
る
）
2
（

。

凡
例
と
し
て
、【　

】
内
の
漢
数
字
は
、
竹
簡
番
号
を
示
す
も
の
で
あ
る
。「
〓
」
は
、
合
文
符
号
で
あ
る
。

《
釈
文
》

…
…

（
鬼
）
生
於
人
、

（
奚
）
古
（
故
）
神

（
明
）。
骨
〓
（
骨
肉
）
之
既

（
靡
）、
其
智
（
知
）
愈
暲
、
亓
（
其
）
夬
（
缺
）

（
奚
）

（
適
）。
䈞
（
孰
）
智
（
知
）【
五
】
亓
（
其
）
疆
（
彊
）。

（
鬼
）
生
於
人
、

（
吾
）

（
奚
）
古
（
故
）
事
之
。
骨

〓
（
骨
肉
）
之
既

（
靡
）、
身
豊
（
體
）
不
見
、

（
吾
）

（
奚
）
自

之
）
3
（

。
亓
（
其
）

（
来
）
亡
厇
（
度
）、【
六
】

（
吾
）

（
奚
）
峕
（
時
）
賽
之
（
之

）
4
（

）。
祭
異
（
禩
）、

（
奚
）

（
升
）。

（
吾
）
女
（
如
）
之
可
（
何
）
思
（
使
）

（

）。
…
…【
七
】

《
書
き
下
し
文
》

…
…
鬼
は
人
よ
り
生
ず
る
に
、
奚な
ん

の
故
に
神
明
な
る
や
。
骨
肉
の
既
に
靡ほ
ろ

ぶ
も
、
其
の
知
愈
い
よ
暲あ
き
らか

な
れ
ば
、
其
の
欠
は
奚い
ず

く
に
か

適お
ぎ
なわ

る
る
や
。
孰た
れ

か
其
の
彊
な
る
を
知
る
や
。
鬼
は
人
よ
り
生
ず
る
に
、
吾
奚
の
故
に
之
に
事
う
る
や
。
骨
肉
の
既
に
靡
び
、
身
体
見あ
ら
われ

ざ
れ
ば
、
吾
奚
に
自よ

り
て
之
をや
し
なわ
ん
や
。
其
の
来
た
る
や
度の
り

亡
け
れ
ば
、
吾
奚
の
時
に
之
を
賽
せ
ん
や
。
祭さ
い

禩し

、
奚
ぞ
升
め
ん
や
。
吾

之
を
如
何
に
し
て

あ

か
し
め
ん
や
。
…
…

《
現
代
語
訳
》

…
…
鬼
は
元
々
人
よ
り
生
じ
た
も
の
な
の
に
、
何
故
神
の
よ
う
な
明
知
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
身
体
は
既
に
滅
ん
で

し
ま
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
鬼
の
知
が
人
で
あ
っ
た
時
よ
り
も
明
察
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
欠
失
し
た
機
能
は
ど
の
よ
う
に
し
て
補
わ
れ
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た
の
だ
ろ
う
か
。
誰
が
鬼
が
強
壮
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
鬼
は
人
よ
り
生
じ
た
も
の
な
の
に
、
私
は
何
故
お
事
え
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
身
体
は
既
に
滅
ん
で
し
ま
い
、
そ
の
身
体
が
目
に
見
え
る
姿
と
し
て
現
れ
る
こ
と
も
な
い
の
に
、
私
は
何
故
鬼
を

養
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
鬼
の
来
格
に
一
定
の
決
ま
り
が
無
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
私
は
何
時
賽
祷
を
行
え
ば
よ
い
の
か
。
祭
祀
は
、
何

故
供
物
を
進
奉
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
ど
の
よ
う
に
し
て
鬼
を
満
足
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
か
。
…
…

二
、
中
国
古
代
に
お
け
る
鬼
神
の
定
義

日
本
に
お
い
て
「
鬼
神
」
と
い
え
ば
、
節
分
の
鬼
を
筆
頭
に
、
人
に
厄
災
を
も
た
ら
す
「
厲
鬼
」
と
し
て
捉
え
る
見
方
が
主
流
で
あ
ろ

う
。
但
し
、
中
国
に
お
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
く
、
多
種
多
様
な
鬼
神
の
見
方
が
存
在
す
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
中
国
古
代
の
鬼
神
が

内
包
す
る
要
素
を
整
理
し
て
、
鬼
神
観
の
分
類
を
試
み
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
特
に
先
秦
期
の
記
述
を
中
心
に
し
て
検
討
を
行
う
。

さ
て
、
そ
も
そ
も
鬼
神
と
は
何
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
鬼
神
を
「
鬼
」
と
「
神
」
に

分
け
、
字
義
の
上
か
ら
そ
の
原
義
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
鬼
で
あ
る
が
、『
説
文
』
に
は
「
鬼
。
人
の
帰
す
る
所
鬼
と
為
る
。
儿
に
従
い
、

は
鬼
頭
に
象
る
）
5
（

」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る

と
、
鬼
の
下
部
の
「
儿
」
は
「
人
」、
上
部
の
「

」
は
死
者
の
頭
の
「
鬼
頭
」
で
、
鬼
は
下
部
の
「
人
」
に
従
い
、「
鬼
頭
の
人
」
の
象

形
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
永
沢
要
二
氏
は
、
甲
骨
や
金
文
等
の
考
古
資
料
を
も
と
に
し
た
考
証
に
よ
っ
て
、
鬼

は
古
墳
発
掘
の
骸
骨
が
示
す
よ
う
な
「
仰
臥
伸
直
葬
の
人
の
死
体
」
の
象
形
で
あ
っ
た
と
説
く
）
6
（

。
ま
た
、
白
川
静
氏
も
、
鬼
と
は
も
と

「
人
屍
の
風
化
し
た
も
の
」
を
称
す
る
語
で
あ
っ
た
と
説
い
て
い
る
）
7
（

。
以
上
の
永
沢
・
白
川
両
氏
の
見
解
に
は
、
一
定
の
妥
当
性
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
礼
記
』
祭
義
篇
に
「
衆
生
は
必
ず
死
す
。
死
し
て
は
必
ず
土
に
帰
す
、
此
れ
之
を
鬼
と
謂
う
）
8
（

」
と
い
う
記
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述
が
あ
る
の
も
、
鬼
は
土
に
帰
る
、
即
ち
、
鬼
に
そ
も
そ
も
死
後
埋
葬
さ
れ
た
「
死
者
」
と
い
う
原
義
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
な
お
、
鬼
は
、
こ
の
骸
と
し
て
の
死
者
の
意
味
か
ら
派
生
し
て
、
観
念
的
な
「
死
者
の
霊
」
の
要
素
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
変
化
に
伴
い
、
次
第
に
祭
祀
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
神
で
あ
る
が
、『
説
文
』
に
は
「
神
。
天
神
な
り
、
万
物
を
引
き
出
す
者
な
り
）
9
（

」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
神
は
「
天
神
」

と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
永
沢
氏
は
、「
申
」
は
雷
光
の
形
象
し
難
い
様
を
象
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
恐
れ
た
人
々
が
雷

光
を
祀
っ
た
様
を
表
し
た
の
が
「
示
」
で
あ
る
と
し
て
、
神
は
「
自
然
神
」
で
あ
っ
た
と
説
く
）
10
（

。
ま
た
、
白
川
氏
も
、
神
は
「
自
然
神
」

で
あ
っ
た
と
説
い
て
い
る
）
11
（

。
思
案
す
る
に
、
古
代
人
の
「
雷
光
」
に
対
す
る
畏
怖
が
自
然
に
対
す
る
崇
拝
へ
と
向
か
っ
た
結
果
、
神
は

「
自
然
神
」
と
な
り
、
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
両
者
の
字
義
を
見
る
に
、
鬼
は
「
死
者
」
で
、
神
は
「
自
然
神
」
で
あ
り
、
両
者
の
原
義
は
そ
も
そ
も
異
な
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
鬼
神
」
と
い
う
熟
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
鬼
が
「
死
者
の
霊
」
と
い
う
観
念

的
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
、
次
第
に
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
で
、
同
じ
く
祭
祀
の
対
象
で
あ
っ
た
神
と
併
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
中
国
古
代
の
鬼
神
を
定
義
す
べ
く
、
伝
世
文
献
と
出
土
文
献
の
記
述
に
基
づ
き
、
鬼
神
観
を
六
つ
に
分
類
し
て
み
た
。
以
下
、

各
分
類
に
つ
い
て
個
別
に
検
討
を
行
う
。

①
「
死
者
の
霊
」

一
つ
目
は
、「
死
者
の
霊
」
で
あ
る
。
こ
の
鬼
神
観
は
、
前
述
し
た
鬼
の
原
義
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
鬼
神
を
人

智
を
超
越
し
た
存
在
と
見
な
す
鬼
神
観
に
比
べ
て
、
こ
の
鬼
神
観
は
、
原
始
的
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
霊
魂
不
滅
観
に
基
づ
い
た
素
朴
な
も
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の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
鬼
神
を
死
者
の
霊
と
見
な
す
鬼
神
観
は
、
比
較
的
原
初
の
見
方
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
様
々
な
鬼
神
観
へ
と
派

生
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。『
礼
記
』
祭
法
篇
に
「
大
凡
天
地
の
間
に
生
る
る
は
、
皆
な
命
と
曰
う
。
其
の
万
物
死
す
る
は
、

皆
な
折
と
曰
う
。
人
死
す
る
は
、
鬼
と
曰
う
。
此
れ
五
代
の
変
わ
ら
ざ
る
所
な
り
）
12
（

」
と
あ
る
の
が
、
こ
の
鬼
神
を
死
者
の
霊
と
見
な
す
鬼

神
観
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

②
「
祖
先
神
」

二
つ
目
は
、「
祖
先
神
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
鬼
神
を
死
者
の
霊
と
見
な
す
鬼
神
観
か
ら
展
開
し
た
見
方
で
あ
ろ
う
。
氏
族

内
で
の
共
通
の
始
祖
や
、
血
縁
上
関
係
の
深
い
祖
先
な
ど
が
祭
祀
儀
礼
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
る
こ
と
で
、
死
者
の
霊
の
枠
組
み
を
超
え
て
神

格
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
氏
族
内
で
の
共
通
の
始
祖
を
神
格
化
し
て
祀
る
場
合
で
あ
る
。
王
友
三
氏
は
、
中
国
に
お
け
る
原
始
自
然
宗
教
の
表
現
形
式
の

発
展
と
し
て
、
三
つ
の
段
階
を
提
示
し
て
お
り
、
一
つ
目
は
「
大
自
然
に
対
す
る
崇
拝
」、
二
つ
目
は
「
ト
ー
テ
ム
と
動
植
物
に
対
す
る

崇
拝
」、
三
つ
目
は
「
霊
魂
不
滅
を
基
礎
に
し
た
祖
先
等
の
神
霊
に
対
す
る
崇
拝
」
で
あ
る
と
い
う
）
13
（

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
原
始
宗
教
の
初

期
に
お
い
て
は
、
自
然
や
動
植
物
に
対
す
る
恩
恵
と
恐
怖
か
ら
、
そ
れ
ら
を
神
格
化
し
て
祀
っ
て
い
た
が
、
徐
々
に
氏
族
社
会
が
形
成
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
氏
族
内
や
部
落
に
お
け
る
首
領
の
霊
、
ま
た
は
戦
争
に
お
け
る
英
雄
の
霊
な
ど
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
国
語
』
魯
語
上
に
「
故
に
有
虞
氏
は
黄
帝
を
禘
し
て
顓
頊
を
祖
し
、
堯
を
郊
し
て
舜
を
宗
す
。
夏
后
氏
は
黄

帝
を
禘
し
て
顓
頊
を
祖
し
、
鯀
を
郊
し
て
禹
を
宗
す
。
商
人
は
舜
を
禘
し
て
契
を
祖
し
、
冥
を
郊
し
て
湯
を
宗
す
。
周
人
は
嚳
を
禘
し
て

稷
を
郊
し
、
文
王
を
祖
し
て
武
王
を
宗
す
）
14
（

」
と
、
有
虞
氏
・
夏
后
氏
・
殷
人
・
周
人
ら
が
、
自
ら
の
始
祖
を
祖
先
神
と
し
て
祀
っ
て
い
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

6
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次
に
、
祭
祀
の
対
象
が
父
・
祖
父
・
兄
弟
な
ど
、
自
己
と
血
縁
上
関
係
が
深
い
場
合
で
あ
る
。
古
来
、
祖
先
祭
祀
が
挙
行
さ
れ
て
き
た

背
景
に
は
、
人
間
が
実
存
的
に
有
す
る
死
者
に
対
す
る
悲
哀
や
憐
憫
の
情
が
、
そ
の
大
き
な
要
因
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
儒

家
の
場
合
は
、
祖
先
祭
祀
を
祖
先
の
霊
を
招
魂
す
る
儀
礼
と
し
て
、
子
々
孫
々
と
こ
の
祭
祀
を
挙
行
す
る
こ
と
が
「
孝
」
で
あ
る
と
定
義

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
た
と
え
自
己
の
肉
体
は
滅
ん
だ
と
し
て
も
、
祖
先
神
と
な
っ
た
自
己
が
未
来
永
劫
子
孫
に
祀
ら
れ
る
こ
と
で
、

霊
魂
と
血
脈
と
に
永
遠
の
連
続
性
を
与
え
た
の
で
あ
る
）
15
（

。

な
お
、
鬼
神
を
祖
先
神
と
見
な
し
た
用
例
と
し
て
、『
左
伝
』
僖
公
三
一
年
の
条
に
「
冬
、
狄
は
衛
を
囲
う
。
衛
は
帝
丘
に
遷
る
。
卜

し
て
曰
く
、『
三
百
年
』
と
。
衛
の
成
公
夢
む
。
康
叔
曰
く
、『
相
予
が
享ま
つ

り
を
奪
う
』
と
。
公
命
じ
て
相
を
祀
ら
し
む
。
甯
武
子
不
可
に

し
て
曰
く
、『
鬼
神
は
其
の
族
類
に
非
ざ
れ
ば
、
其
の
祀
を
歆
け
ず
）
16
（

』」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
鬼
神
を
一
族
の
祖
先
神
と
見
な
し
、
そ

れ
以
外
の
鬼
神
を
祀
る
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鬼
神
を
祖
先
神
と
し
て
見
な
す
鬼
神
観
は
、
出
土
文
献
中
に
も
見
ら

れ
る
。
代
表
的
な
も
の
は
、
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
七
年
に
湖
北
省
荊
門
市
で
発
見
さ
れ
た
包
山
楚
簡
で
あ
る
。
包
山
楚
簡
の
中
に

は
「
卜
筮
祭
祷
簡
」
と
称
さ
れ
る
竹
簡
群
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
貞
人
ら
が
墓
主
で
あ
る
左
尹
昭

の
病
気
の
治
癒
の
た
め
、
卜
筮
に
よ
っ

て
鬼
神
と
交
信
し
、
墓
主
の
病
状
と
そ
の
吉
凶
禍
福
を
問
い
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
犠
牲
を
捧
げ
て
鬼
神
を
祀
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
が

存
在
す
る
。
こ
の
「
卜
筮
祭
祷
簡
」
に
お
い
て
、
貞
人
ら
が
祀
る
べ
き
対
象
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
昭
王
」「
文
坪
夜
君
」「
郚
公
子
春
」

「
司
馬
子
音
」「
蔡
公
子
家
」「
夫
人
」
と
い
っ
た
鬼
神
は
、
い
ず
れ
も
墓
主
昭

の
始
祖
・
祖
先
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
当
時
、
鬼
神
が

祖
先
神
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
実
例
と
言
え
る
）
17
（

。

③
「
自
然
神
」

三
つ
目
は
、「
自
然
神
」
で
あ
る
。
天
地
山
川
叢
沢
な
ど
の
自
然
の
中
に
神
々
が
宿
る
と
い
う
思
想
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
自
然
崇
拝
に
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基
づ
く
も
の
で
、
古
今
東
西
に
存
在
す
る
普
遍
的
観
念
で
あ
る
。
日
本
古
代
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
自
然
崇
拝
は
広
く

信
仰
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
何
故
人
々
は
自
然
を
神
格
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
に
と
っ
て
自
然
が
動
植
物
な
ど
の
食
料
、

或
い
は
、
雨
や
日
光
と
い
っ
た
生
き
る
上
で
欠
か
せ
な
い
恩
恵
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
反
面
、
害
獣
や
疫
病
、
自

然
災
害
な
ど
の
恐
怖
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
自
然
の
恩
恵
に
対
す
る
敬
意
と
、
厄
災
に
対
す
る
恐
怖
と
の
両
側
面

よ
り
、
古
代
の
人
々
は
天
地
山
川
と
い
っ
た
自
然
を
神
格
化
し
て
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
山
海
経
』
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
伊
藤
清
司
氏
は
、
中
国
古
代
の
人
々
と
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
邑
と
田
か
ら
な
っ
て
い

る
生
活
空
間
こ
そ
が
当
時
の
人
々
の
小
宇
宙
で
あ
り
、『
内
な
る
世
界
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
『
内
な
る
世
界
』
の
外
側
に
は
、
う
っ
そ
う

と
し
た
昼
で
も
暗
い
森
林
や
藪
、
あ
る
い
は
不
気
味
な
ば
か
り
に
静
ま
り
か
え
っ
た
沼
沢
、
そ
し
て
は
て
し
な
い
原
野
が
拡
が
っ
て
お

り
、
そ
の
か
な
た
に
山
岳
が
そ
び
え
て
い
る
別
の
世
界
が
あ
っ
た
。･･････

『
外
な
る
世
界
』
は
危
険
に
満
ち
た
『
負
の
空
間
』
だ
っ
た

の
で
あ
る
）
18
（

」
と
述
べ
、
古
代
の
人
々
が
自
然
に
対
し
て
恐
怖
の
念
を
抱
い
て
い
た
と
説
く
。『
山
海
経
』
の
山
川
叢
沢
の
神
々
が
、
人
を

襲
い
、
疫
病
や
災
害
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
自
然
の
脅
威
に
屈
服
し
た
人
々
の
恐
怖
が
反
映
さ
れ
て
い
た
た
め

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
自
然
神
と
は
、
恩
恵
を
も
た
ら
す
善
神
と
い
う
側
面
よ
り
も
、
む
し
ろ
厄
災
を
も
た
ら
す
厲
鬼
的

な
側
面
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
左
伝
』
昭
公
元
年
の
条
に
「
山
川
の
神
は
、
則
ち
水
旱
癘
疫
の
災
あ
れ
ば
、

是
に
於
い
て
か
之
を
栄
し
、
日
月
星
辰
の
神
は
、
則
ち
雪
霜
風
雨
の
時
な
ら
ざ
れ
ば
、
是
に
於
い
て
か
之
を
栄
す
）
19
（

」
と
、
水
旱
や
疫
病
の

原
因
を
自
然
神
に
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
出
土
文
献
中
に
も
、
こ
う
し
た
厲
鬼
的
な
自
然
神
の
記
述
が
見
ら
れ

る
。
上
博
楚
簡
『
柬
大
王
泊
旱
』
は
、
楚
の
簡
王
が
楚
地
で
起
こ
っ
た
旱
魃
と
、
自
身
が
発
症
し
た
皮
膚
病
の
原
因
を
亀
卜
さ
せ
た
と
こ

ろ
、
高
山
深
渓
の
神
の
祟
り
で
あ
る
と
い
う
占
辞
が
出
た
た
め
、
高
山
深
渓
の
神
を
祀
ろ
う
と
し
た
と
い
う
内
容
の
文
献
で
あ
る
。
こ
の

8
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『
柬
大
王
泊
旱
』
の
よ
う
に
、
古
代
の
人
々
は
災
害
や
疫
病
の
原
因
を
自
然
神
に
求
め
て
、
そ
れ
を
鎮
め
る
た
め
に
祭
祀
を
挙
行
す
る
と

い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）
20
（

。

一
方
、
伊
藤
氏
は
、「『
外
な
る
世
界
』
の
超
自
然
的
存
在
は
、
祭
祀
の
対
象
と
な
る
以
前
は
『
内
な
る
世
界
』
に
敵
意
を
抱
き
、
祟
り

を
働
く
負
の
存
在
で
あ
る
が
、
祀
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
内
な
る
世
界
』
の
秩
序
と
安
寧
を
保
持
す
る
正
の
存
在
に
変
移
す
る
と
い

う
わ
け
だ
。
こ
の
見
解
は
、
祝
融
や
回
禄
が
、
妖
怪
か
ら
神
へ
と
移
行
す
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
）
21
（

」
と
述
べ
、
厲

鬼
的
な
自
然
神
は
祀
る
こ
と
で
、
人
間
側
の
世
界
に
加
護
を
も
た
ら
す
存
在
へ
と
転
化
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
た
と
説
く
。
こ
う
し
た
思
考

は
、
日
本
の
怨
霊
信
仰
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
超
越
的
な
厄
災
を
も
た
ら
す
自
然
神
は
、
祭
祀
に
よ
っ
て
負
か
ら
正
へ
と
転
換
さ
せ

る
こ
と
で
、
逆
に
人
々
に
強
大
な
恩
恵
や
加
護
を
も
た
ら
す
善
神
へ
と
変
貌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
先
秦
期
の
伝
世
文
献
に
は
、「
山
鬼
」「
山
川
鬼
神
」
の
よ
う
に
、
自
然
神
と
鬼
神
を
併
称
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
）
22
（

。
こ
の
こ
と

は
、
当
時
自
然
神
が
、
既
に
「
鬼
神
」
概
念
の
中
に
内
包
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
自
然
神
が
鬼
神
に
内
包
さ
れ
た
理

由
と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
鬼
神
の
「
神
」
の
字
義
上
の
原
義
が
天
神
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
部
分
的
に
共
通
す
る
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
や
、

ま
た
、
鬼
神
が
神
格
化
さ
れ
て
祭
祀
の
対
象
と
な
り
、
同
じ
く
祭
祀
の
対
象
で
あ
っ
た
自
然
神
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、

な
ど
が
そ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

④
「
天
地
万
物
の
主
宰
者
」

四
つ
目
は
、「
天
地
万
物
の
主
宰
者
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鬼
神
を
人
の
生
命
や
国
家
の
存
亡
、
更
に
は
天
地
万
物
を
主
宰
す
る
存
在

と
し
て
見
な
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
は
、
墨
家
の
明
鬼
論
に
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
は
「
若

し
鬼
神
無
け
れ
ば
、
彼
れ
豈
に
年
寿
を
延
ば
す
所
有
ら
ん
や
」
や
、
ま
た
、「
鬼
神
の
賞
す
る
所
、
小
と
無
く
必
ず
之
を
賞
す
。
鬼
神
の

9



罰
す
る
所
、
大
と
無
く
必
ず
之
を
罰
す
）
23
（

」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
り
、
こ
こ
で
の
鬼
神
は
、
人
の
寿
命
を
延
ば
し
た
り
、
大
小
を
問
わ
ず
賞

罰
を
降
す
こ
と
が
で
き
る
主
宰
者
的
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
で
は
、
鬼
神
の
賞
罰
の
対
象
が
、
小

さ
い
と
こ
ろ
で
は
個
人
、
大
き
い
と
こ
ろ
で
は
国
家
の
存
亡
に
ま
で
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
。
墨
家
に
お
い
て
、
鬼
神
は
天
下
の
命
運
を
左

右
す
る
高
次
的
存
在
に
ま
で
発
達
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑤
「
厲
鬼
」

五
つ
目
は
、「
厲
鬼
」
で
あ
る
。
上
記
に
提
示
し
た
鬼
神
は
、
人
々
祭
祀
の
対
象
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
祭
祀

の
対
象
と
し
て
は
見
な
さ
れ
ず
、
人
々
に
疫
病
や
災
害
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ
る
鬼
神
も
い
た
。
そ
れ
が
、
厲
鬼
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
鬼
神
は
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
有
す
る
不
浄
か
つ
不
可
知
な
存
在
で
あ
る
た
め
、
人
々
が
そ
れ
を
恐
怖
し
て
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、

こ
う
し
た
見
方
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
正
の
感
情
に
基
づ
け
ば
、
祭
祀
の
対
象
と
し
て
人
々

に
恩
恵
を
与
え
る
鬼
神
と
し
て
見
な
さ
れ
、
人
間
の
負
の
感
情
に
基
づ
け
ば
、
厄
災
を
も
た
ら
す
忌
む
べ
き
厲
鬼
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
厲
鬼
が
生
じ
る
原
因
は
何
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
は
、
鬼
神
の
帰
宿
す
る
と
こ
ろ
、
即
ち
祭
壇
や
祠
廟
が

設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
祭
祀
儀
礼
が
挙
行
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
鬼
神
は
厲
鬼
に
な
る
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、『
左
伝
』
昭
公
七
年
の
条
に
「
子
産
曰
く
、
鬼
は
帰
す
る
所
有
れ
ば
、
乃
ち
厲
と
為
ら
ず
。
吾
之
が
為
に
帰
す
な
り
）
24
（

」
と
あ
る
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
戦
死
や
謀
殺
や
夭
折
な
ど
に
よ
っ
て
、
天
寿
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
も
、
死
後
そ

の
鬼
神
は
厲
鬼
に
な
る
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
論
衡
』
訂
鬼
篇
に
「
申
生
妖
た
れ
ば
、
則
ち
杜
伯
・
荘
子
義
・
厲
鬼

の
徒
皆
な
妖
た
る
を
知
る
な
り
）
25
（

」
と
あ
り
、
主
君
に
謀
殺
さ
れ
非
業
の
死
を
遂
げ
た
杜
伯
や
荘
子
義
が
、
厲
鬼
と
同
一
の
存
在
と
し
て
併

10
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称
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
古
代
の
人
々
も
、
厲
鬼
か
ら
の
厄
災
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
人
々
は
そ
の
厄
災
を
避
け
よ
う
と
し

て
、
様
々
な
対
策
を
講
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
代
表
的
な
方
法
は
、
前
述
し
た
厲
鬼
的
な
自
然
神
を
善
神
へ
と
転
向
さ
せ
る
も
の
と
同
じ

く
、
祭
祀
に
よ
っ
て
鎮
魂
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
七
五
年
末
に
湖
北
省
雲
夢
県
睡
虎
地
で
発
見
さ
れ
た
睡
虎
地
秦
簡

『
日
書
』
の
中
に
は
、
厲
鬼
に
対
す
る
対
処
方
法
と
し
て
、
多
く
の
方
術
の
記
述
が
見
ら
れ
る
）
26
（

。
例
え
ば
、
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
甲
種
』

第
五
一
号
簡
背
貳
に
は
「
鬼
恒
に
裸
に
し
て
人
宮
に
入
る
は
、
是
れ
幼
く
し
て
殤
死
し
葬
ら
れ
ざ
れ
ば
な
り
。
灰
を
以
て
之
に
漬
け
ば
、

則
ち
来
た
ら
ず
）
27
（

」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
裸
で
家
に
入
っ
て
き
て
人
を
驚
か
す
厲
鬼
は
、
生
前
夭
折
し
た
た
め
に
葬
儀
を
し
て
も
ら

え
な
か
っ
た
人
鬼
で
あ
り
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
鬼
に
灰
を
吹
き
か
け
る
こ
と
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
『
日
書
』
の
記

述
は
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
厲
鬼
へ
の
対
処
方
法
や
、
ま
た
、
当
時
ど
の
よ
う
な
存
在
が
厲
鬼
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
上

で
、
極
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

⑥
「
妖
怪
」

六
つ
目
は
、「
妖
怪
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鬼
神
を
奇
異
な
魑
魅
魍
魎
や
狐
狸
と
し
て
見
な
す
鬼
神
観
で
あ
る
。『
礼
記
』
中
庸
篇
に

「
鬼
神
の
徳
た
る
、
其
れ
盛
ん
な
る
か
な
。
之
を
視
れ
ど
も
見
え
ず
、
之
を
聴
け
ど
も
聞
え
ず
、
物
を
体
し
て
遺
す
べ
か
ら
ず
）
28
（

」
と
あ
る

よ
う
に
、
古
来
、
鬼
神
は
無
形
の
存
在
で
あ
り
、
人
間
に
は
視
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
観
念
に
基
づ
き
、

霊
魂
の
有
す
る
奇
妙
さ
だ
け
が
、
そ
の
ま
ま
妖
怪
が
有
す
る
奇
妙
さ
へ
と
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
も
人
の
負
の
感
情
に

基
づ
く
鬼
神
観
で
あ
る
た
め
、
前
述
の
厲
鬼
と
同
じ
く
、
人
を
化
か
し
た
り
、
人
を
喰
ら
っ
た
り
な
ど
、
人
に
危
害
を
及
ぼ
す
存
在
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
こ
の
鬼
神
観
で
は
、
厲
鬼
の
段
階
で
は
ま
だ
辛
う
じ
て
あ
っ
た
「
死
者
の
霊
」
か
ら
変
貌
し
た
も
の
で
あ
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る
と
い
う
観
念
を
既
に
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
鬼
神
は
こ
の
妖
怪
と
見
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
つ
い
に
「
人
為
ら
ざ
る
存
在
」
へ
と

変
貌
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
鬼
神
を
妖
怪
と
見
な
す
鬼
神
観
は
、
魏
晋
南
北
朝
以
降
の
志
怪
書
の
流
行
と
と
も
に
増
加
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
東
晋
の

干
宝
が
著
し
た
志
怪
書
『
捜
神
記
』
第
一
八
巻
に
「
邑
人
の
宋
大
賢
は
正
道
を
以
て
自
ら
処
す
。
嘗
て
亭
樓
に
宿
る
。
夜
坐
鼓
琴
し
、
兵

仗
を
設
け
ず
。
夜
半
に
至
る
時
、
忽
に
鬼
来
た
る
有
り
、
登
梯
し
て
大
賢
と
語
る
。
矃
目
磋
歯
に
し
て
、
形
貌
悪
む
べ
し
。･･････

大

賢
遂
に
之
を
殺
す
。
明
日
之
を
視
れ
ば
、
乃
ち
老
狐
な
り
。
是
よ
り
亭
舍
更
に
妖
怪
無
し
）
29
（

」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
宋
大
賢
と
い
う
人
物
が

殺
し
た
鬼
が
、
実
は
老
い
た
狐
の
妖
怪
が
変
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
鬼
神
を
妖
怪
変
化
の
類
と
見
な
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
先
秦
期
の
例
と
し
て
は
、『
荀
子
』
解
蔽
篇
に
「
夏
首
の
南
に
人
有
り
。
涓
蜀
梁
と
曰
う
。
其
の
人
と
為

り
や
、
愚
に
し
て
善
く
畏
る
。
明
月
に
し
て
宵
行
し
、
俯
し
て
其
の
影
を
見
、
以
て
伏
鬼
と
為
す
な
り
。
仰
ぎ
て
其
の
髮
を
視
、
以
て
立

魅
と
為
す
な
り
）
30
（

」
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
伏
鬼
」「
立
魅
」
も
、
人
為
ら
ざ
る
奇
異
な
存
在
、
即
ち
妖
怪
の
類
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
伝
世
文
献
と
出
土
文
献
の
記
述
を
参
考
に
、
中
国
古
代
の
鬼
神
観
を
六
つ
に
分
類
し
て
み
た
。
要
約
す
る
と
、
比
較
的
原
初
的

な
鬼
神
観
が
「
死
者
の
霊
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
祀
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
祖
先
神
」「
自
然
神
」
と
し
て
神
格
化
さ
れ
、
更
に
は
、

「
天
地
万
物
の
主
宰
者
」
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
鬼
神
へ
の
恐
怖
と
い
っ
た
負
の
感
情
に
基
づ
い
た
場
合
に
は
、

「
厲
鬼
」「
妖
怪
」
と
い
っ
た
人
に
危
害
を
及
ぼ
す
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
古
代
に
お

け
る
鬼
神
の
多
く
は
、
上
記
の
分
類
の
い
ず
れ
か
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
こ
の
分
類
に
基
づ
き
、

『
凡
物
流
形
』
の
鬼
神
の
定
義
を
試
み
る
。

12
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三
、
考
察

本
章
で
は
、
前
述
し
た
鬼
神
観
の
分
類
に
基
づ
き
、『
凡
物
流
形
』
の
鬼
神
の
定
義
と
、
そ
の
鬼
神
観
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

そ
れ
で
は
、
第
一
章
に
提
示
し
た
釈
読
よ
り
、『
凡
物
流
形
』
の
鬼
神
を
定
義
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、「
鬼
は
人
よ
り
生
ず
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、『
凡
物
流
形
』
の
鬼
神
は
「
自
然
神
」「
妖
怪
」
の
よ
う
な
人
為
ら
ざ
る
存
在
で
は
な
く
、
人
鬼
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
次
に
、「
骨
肉
の
既
に
靡
び
、
身
体
見
れ
ざ
れ
ば
」
と
あ
る
の
で
、
人
間
に
は
視
認
で
き
な
い
霊
的
存
在
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。
ま
た
、「
吾
奚
の
故
に
之
に
事
う
る
や
」「
吾
奚
の
時
に
之
を
賽
せ
ん
や
」「
祭
禩
、
奚
ぞ
升
め
ん
や
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
厲
鬼
」

「
妖
怪
」
と
は
異
な
り
、
祈
祷
祭
祀
の
対
象
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
更
に
、「
奚
の
故
に
神
明
な
る
や
」「
骨
肉
の
既
に
靡

ぶ
も
、
其
の
知
愈
い
よ
暲
か
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
の
知
力
を
超
越
す
る
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま

え
る
と
、
こ
こ
で
の
鬼
神
は
、
祭
祀
の
対
象
で
あ
り
、
か
つ
神
格
化
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、『
凡
物
流
形
』

の
鬼
神
は
、
先
の
分
類
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
天
地
万
物
の
主
宰
者
」
か
、
あ
る
い
は
「
祖
先
神
」
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
と
定
義
す
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、『
凡
物
流
形
』
の
鬼
神
観
の
特
徴
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
こ
う
。
本
文
献
の
鬼
神
観
の
特
徴
は
、
無
鬼
論
的
観
念
の
一

端
と
な
る
よ
う
な
「
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
」
が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
凡
物
流
形
』
に
は
「
鬼
は
人
よ
り
生
ず

る
に
、
吾
奚
の
故
に
之
に
事
う
る
や
」
の
よ
う
に
、
鬼
神
に
事
え
る
こ
と
に
疑
念
を
抱
く
の
み
な
ら
ず
、「
其
の
来
た
る
や
度
亡
け
れ
ば
、

吾
奚
の
時
に
之
を
賽
せ
ん
や
」「
祭
禩
、
奚
ぞ
升
め
ん
や
」
と
、
鬼
神
の
た
め
の
祈
祷
祭
祀
に
ま
で
疑
念
が
及
ん
で
い
る
。
兵
家
や
法
家
、

あ
る
い
は
後
世
の
王
充
の
よ
う
に
鬼
神
や
そ
の
祭
祀
を
直
接
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
既
に
戦
国
前
期
か
ら
戦
国
中
期
頃
に
は
、
こ
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う
し
た
鬼
神
や
祭
祀
に
対
す
る
疑
念
が
生
じ
、
そ
れ
を
竹
簡
に
記
す
段
階
に
達
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
楚
簡

に
見
え
る
「
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
」
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
古
代
に
お
け
る
鬼
神
観
の
様
相
や
、
こ
れ
ま
で
鬼
神
信
仰
が
盛

ん
と
さ
れ
て
き
た
古
代
楚
地
の
新
た
な
一
面
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

﹇
注
﹈

（
1
） 

浅
野
氏
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
浅
野
裕
一「
上
博
楚
簡『
凡
物
流
形
』の
全
体
構
成
」（
浅
野
裕
一
編『
竹
簡
が
語
る
中
国
古
代
思
想（
三
）』所
収
、

汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）参
照
。

（
2
） 『
凡
物
流
形
』の
字
句
に
関
す
る
解
釈
は
、
拙
稿「
中
国
古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
の
考
察
―
上
博
楚
簡『
鬼
神
之
明
』『
凡
物
流
形
』を
手
が
か

り
に
し
て
―
」（『
中
国
研
究
集
刊
』第
六
六
号
、
二
〇
二
〇
年
八
月
）四
〇
〜
四
四
頁
参
照
。

（
3
） 

疑
問
文「

自

之（
吾
奚
自

之
）」は
、
前
後
の
疑
問
文「
吾
奚
故
事
之
」「
吾
奚
時
之
賽
」と
対
句
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
共
通
す

る
の
は
、
㈠「
吾
」の
下
に
疑
問
詞「
奚
」が
あ
る
点
、
㈡「
奚
」が「
奚
＋
○（
疑
問
詞
に
連
接
さ
れ
る
助
詞
）」の
二
字
で
疑
問
の
意
を
表
す
と
い

う
点
で
あ
る
。「
吾
奚
故
事
之
」は
、「
奚
故
」（
奚
の
故
に
）で「
何
故
」の
意
、「
吾
奚
時
賽
之
」は
、「
奚
時
」（
奚
の
時
に
）で「
何
時
」の
意
と
な
る
。

よ
っ
て
、「
奚
自
」も
二
字
で「
奚
に
自
り
て
」と
訓
み
、「
何
故
」の
意
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
用
例
と
し
て
、『
韓
非
子
』外
儲
説
右
下
篇
に「
社
臘
の

時
に
非
ざ
る
な
り
、
奚
に
自
り
て
牛
を
殺
し
て
社
に
祠
ら
ん（
非
社
臘
之
時
也
、
奚
自
殺
牛
而
祠
社
）」と
あ
る
。

（
4
） 

疑
問
文「
吾
奚
時
賽
之
」は
、
原
文
で
は「

峕
之

」で
あ
り
、「
之
」が「

」の
上
に
あ
る
。「

」の
解
釈
に
関
し
て
は
諸
説
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
、
整
理
者
の「
賽
」と
読
み「
吉
福
を
与
え
て
く
れ
た
鬼
神
に
対
し
、
供
物
を
捧
げ
る
祈
祷
で
あ
る
賽
祷
を
挙
行
す
る
」の
意
と
す
る
解
釈
に

従
う
。
ま
た
、
原
文
は「
之
賽
」で
あ
る
が
、
前
注（
3
）に
示
し
た
三
句
の
対
句
関
係
に
基
づ
き
、「
賽
之
」と
釈
読
し
た
。
前
の
疑
問
文「
吾
奚
故

事
之
」「
吾
奚
自

之
」は
、
と
も
に「
吾
奚
＋
○（
疑
問
詞
に
連
接
さ
れ
る
助
詞
）＋
動
詞
＋
之
」と
い
う
構
造
で
あ
る
が
、
対
し
て
当
該
箇
所
の

「
吾
奚
時
之
賽
」は「
之
」の
位
置
が
異
な
っ
て
い
る
。
思
案
す
る
に
、
こ
の「
之
賽
」は
衍
文
で
あ
り
、
も
と
は「
賽
之
」の
語
順
で
あ
っ
た
も
の
が
、

転
写
の
過
程
で「
賽
」と「
之
」が
転
倒
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、「
之
賽
」を「
賽
之
」に
改
め
て
、「
賽
」を
動
詞
、「
之
」を
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上
文
の
鬼
神
を
指
す
指
示
代
名
詞
と
し
て
解
釈
し
た
。
な
お
、「
賽
」を
動
詞
と
し
て
用
い
る
例
は
、
包
山
楚
簡「
卜
筮
祭
祷
簡
」第
二
〇
〇
号
簡

に「
志
事
速
や
か
に
得
れ
ば
、
皆
な
速
や
か
に
之
を
賽
す（
志
事
速
得
、
皆
速
賽
之
）」と
あ
る
。
注（
3
）・
注（
4
）の
詳
細
な
解
説
に
つ
い
て
は
、

前
注（
2
）の
拙
稿
及
び
、
鳥
羽
加
寿
也
・
菊
池
孝
太
朗「
上
博
七《
凡
物
流
形
》第
六
、
七
簡
新
釈
」（
武
漢
大
學
簡
帛
研
究
中
心「
簡
帛
網
」、
二

〇
一
九
年
一
一
月
、http://w

w
w.bsm

.org.cn/

）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） 

鬼
。
人
所
歸
爲
鬼
。
从
儿
、

象
鬼
頭
。（『
説
文
解
字
』鬼
部
）

 
 

な
お
、
加
藤
常
賢
氏
は
、
鬼
は
魌
頭（
死
人
の
頭
蓋
骨
を
模
し
た
も
の
）を
蒙
っ
た
神
聖
な
佝
僂
人（
生
者
）の
形
象
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
詳

細
は
、
加
藤
常
賢『
中
国
古
代
の
宗
教
と
思
想
』（
ハ
ー
バ
ー
ド
・
燕
京
・
同
志
社
東
方
文
化
委
員
会
、
一
九
五
四
年
一
〇
月
）参
照
。

（
6
） 

永
沢
要
二『
鬼
神
の
原
義
と
そ
の
演
進
』（
鳳
出
版
、
一
九
七
七
年
）第
一
部「
鬼
の
本
義
究
明
」参
照
。

（
7
） 

白
川
静『
字
統
』（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）一
四
五
頁
参
照
。

（
8
） 

眾
生
必
死
、
死
必
歸
土
、
此
之
謂
鬼
。（『
礼
記
』祭
義
篇
）

（
9
） 

神
。
天
神
。
引
出
萬
物
者
也
。（『
説
文
解
字
』示
部
）

（
10
） 

永
沢
要
二『
鬼
神
の
原
義
と
そ
の
演
進
』（
鳳
出
版
、
一
九
七
七
年
）第
二
部「
神
の
原
義
」参
照
。

（
11
） 

白
川
静『
字
統
』（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）四
七
〇
・
四
七
一
頁
参
照
。
な
お
、
白
川
氏
に
よ
る
と
、
西
周
の
金
文
に
は
、
鬼
が
指
す
と
こ
ろ
の

「
祖
霊
」の
意
で
、
神
の
語
を
用
い
る
例
が
既
に
見
ら
れ
る
と
い
う
。
鬼
と
神
の
区
分
は
、
か
な
り
早
い
段
階
で
失
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
） 

大
凡
生
於
天
地
之
閒
者
、
皆
曰
命
。
其
萬
物
死
、
皆
曰
折
。
人
死
、
曰
鬼
。
此
五
代
之
所
不
變
也
。（『
礼
記
』祭
法
篇
）

（
13
） 

王
友
三
編
著『
中
国
无
神
論
史
綱
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）前
言
参
照
。

（
14
） 

故
有
虞
氏
禘
黃
帝
而
祖
顓
頊
、
郊
堯
而
宗
舜
。
夏
后
氏
禘
黃
帝
而
祖
顓
頊
、
郊
鯀
而
宗
禹
。
商
人
禘
舜
而
祖
契
、
郊
冥
而
宗
湯
。
周
人
禘
嚳
而
郊

稷
、
祖
文
王
而
宗
武
王
。（『
国
語
』魯
語
上
）

（
15
） 

儒
家
の
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
加
地
伸
行『
儒
教
と
は
何
か〔
増
補
版
〕』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
五
年
）参
照
。

（
16
） 

冬
、
狄
圍
衞
。
衞
遷
于
帝
丘
。
卜
曰
、
三
百
年
。
衞
成
公
夢
。
康
叔
曰
、
相
奪
予
享
。
公
命
祀
相
。
甯
武
子
不
可
曰
、
鬼
神
非
其
族
類
、
不
歆
其

祀
。（『
左
伝
』僖
公
三
一
年
）

（
17
） 

包
山
楚
簡
に
つ
い
て
は
、
湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊
編『
包
山
楚
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）、
工
藤
元
男「
簡
帛
資
料
か
ら
み
た
楚
文
化
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圏
の
鬼
神
信
仰
」（『
日
中
文
化
研
究
』第
一
〇
号
、
一
九
九
六
年
八
月
）、
工
藤
元
男「
包
山
楚
簡『
卜
筮
祭
祷
簡
』の
構
造
と
シ
ス
テ
ム
」（『
東
洋

史
研
究
』第
五
九
号
四
冊
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）を
参
考
に
し
た
。
な
お
、「
昭
王
」「
文
坪
夜
君
」「
郚
公
子
春
」な
ど
の
鬼
神
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

朱
曉
雪『
包
山
楚
簡
綜
述
』（
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）五
二
九
頁
〜
五
三
四
頁
参
照
。

（
18
） 

伊
藤
清
司
著『
中
国
の
神
獣
・
悪
鬼
た
ち 

山
海
経
の
世
界〔
増
補
改
訂
版
〕』（
東
方
選
書
、
二
〇
一
三
年
）二
頁
〜
三
頁
参
照
。

（
19
） 
山
川
之
神
、
則
水
旱
癘
疫
之
災
、
於
是
乎
禜
之
、
日
月
星
辰
之
神
、
則
雪
霜
風
雨
之
不
時
、
於
是
乎
禜
之
。（『
左
伝
』昭
公
元
年
）

（
20
） 『
柬
大
王
泊
旱
』に
つ
い
て
は
、
馬
承
源
主
編『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書（
四
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
浅
野
裕
一「
上
博
楚
簡

『
柬
大
王
泊
旱
』の
災
異
思
想
」（『
集
刊
東
洋
学
』第
一
〇
〇
号
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
）参
照
。

（
21
） 

伊
藤
清
司
著『
中
国
の
神
獣
・
悪
鬼
た
ち 

山
海
経
の
世
界〔
増
補
改
訂
版
〕』（
東
方
撰
書
、
二
〇
一
三
年
）二
〇
二
頁
参
照
。

（
22
） 「
山
鬼
」は
、『
楚
辞
』九
歌
篇
に
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。「
山
川
鬼
神
」は
、『
墨
子
』に
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。

（
23
） 「
若
無
鬼
神
、
彼
豈
有
所
延
年
壽
哉
」（『
墨
子
』明
鬼
下
篇
）、「
鬼
神
之
所
賞
、
無
小
必
賞
之
。
鬼
神
之
所
罰
、
無
大
必
罰
之
」（
同
上
）。

（
24
） 

子
產
曰
、
鬼
有
所
歸
、
乃
不
爲
厲
。
吾
爲
之
歸
也
。（『
左
伝
』昭
公
七
年
）

（
25
） 

申
生
爲
妖
、
則
知
杜
伯
・
莊
子
義
・
厲
鬼
之
徒
皆
妖
也
。（『
論
衡
』訂
鬼
篇
）

（
26
） 

睡
虎
地
秦
簡『
日
書
甲
種
』に
つ
い
て
は
、
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
編『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）、
工
藤
元
男「
簡

帛
資
料
か
ら
み
た
楚
文
化
圏
の
鬼
神
信
仰
」（『
日
中
文
化
研
究
』第
一
〇
号
、
一
九
九
六
年
八
月
）、
工
藤
元
男「
睡
虎
地
秦
簡『
日
書
』に
お
け
る

病
因
と
鬼
神
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
』第
八
八
号
、
一
九
九
四
年
七
月
）を
参
考
に
し
た
。

（
27
） 

鬼
恆
裸
入
人
宮
、
是
幼
殤
死
不
葬
。
以
灰
漬
之
、
則
不
來
矣
。（
睡
虎
地
秦
簡『
日
書
甲
種
』第
五
一
号
簡
背
貳
）

（
28
） 

鬼
神
之
爲
德
、
其
盛
矣
乎
。
視
之
而
弗
見
、
聽
之
而
弗
聞
、
體
物
而
不
可
遺
。（『
礼
記
』中
庸
篇
）

（
29
） 

邑
人
宋
大
賢
以
正
道
自
處
。
嘗
宿
亭
樓
。
夜
坐
鼓
琴
、
不
設
兵
仗
。
至
夜
半
時
、
忽
有
鬼
來
、
登
梯
與
大
賢
語
。
矃
目
磋
齒
、
形
貌
可
惡
。

･･････

大
賢
遂
殺
之
。
明
日
視
之
、
乃
老
狐
也
。
自
是
亭
舍
更
無
妖
怪
。（『
捜
神
記
』第
一
八
巻
）

（
30
） 

夏
首
之
南
有
人
焉
。
曰
涓
蜀
梁
。
其
爲
人
也
、
愚
而
善
畏
。
明
月
而
宵
行
、
俯
見
其
影
、
以
爲
伏
鬼
也
。
仰
視
其
髮
、
以
爲
立
魅
也
。（『
荀
子
』

解
蔽
篇
）
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﹇
参
考
文
献
﹈

・
出
石
誠
彦『
支
那
神
話
伝
説
の
研
究（
増
補
改
訂
版
）』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
三
年
一
〇
月
）

・
湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊
編『
包
山
楚
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
）

・
張
正
名
主
編『
楚
文
化
志
』（
湖
北
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
七
月
）

・
馬
承
源
主
編『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書（
七
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）

﹇
附
記
﹈

本
研
究
はJSPS

科
研
費20J20060
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｄ
Ｃ
1
）
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摘要

上博楚簡《凡物流形》中的「鬼神」

菊池 孝太朗

本稿，以上博楚簡《凡物流形》的記述爲例，試對其鬼神觀進行考察。

《凡物流形》，爲戰國時期書寫的楚系出土文獻。而且，作爲「有問無答」

形式的楚賦，《凡物流形》還被認為與具有同様形式的《楚辞》天問篇有關。

在其第五、第六、第七簡中，表達了對鬼神以及祈禱祭祀的疑念。此類記述，

對理解當時的鬼神觀極爲重要。因此，本稿首先對該第五、第六、第七簡進行

釋讀。

另外，在中国，鬼神的概念內含諸多要素，且自古已有各種觀點。因此，

本稿基於傳世文獻以及出土文獻的記述，對鬼神概念加以整理，並將其分爲六

類，即，「死者之靈」「祖先神」「自然神」「天地萬物之主宰者」「厲鬼」「妖怪」

等。

最後，對《凡物流形》之鬼神屬於上述六類中的哪一類型，以及，《凡物

流形》中所表達的鬼神觀具有何等特徵等問題，進行考察。

本稿的考察成果，將爲了解中国古代鬼神觀的變遷狀況，以及楚地鬼神信

仰的實情提供一個思路。
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